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欠損金の繰戻しによる
還付の実務

は
じ
め
に

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感

染
拡
大
防
止
の
た
め
飲
食
店
な

ど
の
休
業
要
請
及
び
外
出
自
粛

な
ど
の
措
置
に
起
因
し
て
多
く

の
企
業
の
収
入
が
急
減
し
て
い

る
。そ

こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
れ

ら
現
下
の
状
況
を
踏
ま
え
、
赤

字
に
陥
っ
て
い
る
企
業
で
活
用

す
る
機
会
が
増
え
る
と
思
わ
れ

る
欠
損
金
の
繰
戻
し
に
よ
る
還

付
の
概
要
と
そ
の
実
務
上
の
留

意
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

Ⅰ

欠
損
金
の
繰
戻
し
に
よ
る
還
付

1

適
用
要
件

内
国
法
人
の
青
色
申
告
書
で

あ
る
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る

事
業
年
度
に
お
い
て
生
じ
た
欠

損
金
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ

の
内
国
法
人
は
、
そ
の
申
告
書

の
提
出
と
同
時
に
、
納
税
地
の

所
轄
税
務
署
長
に
対
し
、
欠
損

事
業
年
度
開
始
の
日
前
一
年
以

内
に
開
始
し
た
い
ず
れ
か
の
事

業
年
度
の
所
得
に
対
す
る
法
人

税
の
額
の
一
部
又
は
全
部
に
相

当
す
る
法
人
税
の
還
付
を
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
る
（
法
法
80

①
）。

2

手
続
規
定

欠
損
金
の
繰
戻
し
に
よ
る
還

付
請
求
を
受
け
る
場
合
は
、
次

に
掲
げ
る
す
べ
て
の
要
件
を
満

た
す
必
要
が
あ
る
。

①

還
付
所
得
事
業
年
度
か
ら

欠
損
事
業
年
度
の
前
事
業
年

度
ま
で
連
続
し
て
青
色
申
告

書
で
あ
る
確
定
申
告
書
を
提

出
し
て
い
る
こ
と
（
法
法
80

③
）。

②

欠
損
事
業
年
度
の
確
定
申

告
書
を
青
色
申
告
書
に
よ
り

提
出
期
限
内
に
提
出
し
て
い

る
こ
と
（
法
法
80
①
）。

③

欠
損
事
業
年
度
の
確
定
申

告
書
の
提
出
と
同
時
に
「
欠

損
金
の
繰
戻
し
に
よ
る
還
付

請
求
書
」
を
提
出
し
て
い
る

こ
と
（
法
法
80
⑥
）。

3

還
付
請
求
書
だ
け
が
期
限

後
に
提
出
さ
れ
た
場
合

法
人
が
確
定
申
告
書
を
期
限

内
に
提
出
し
、
そ
の
申
告
書
に

記
載
さ
れ
た
欠
損
金
額
に
基
づ

い
て
法
人
税
の
還
付
請
求
書
を

期
限
後
に
提
出
し
た
場
合
に
お

い
て
、
そ
の
期
限
後
の
提
出
が

錯
誤
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る

等
、
期
限
後
の
提
出
に
つ
い
て

税
務
署
長
が
真
に
や
む
を
得
な

い
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
欠
損
金
の
繰
戻
し
に
よ
る

還
付
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
（
法
基
通
17
―
2
―

3
）。

Ⅱ

中
小
企
業
者
の
欠
損
金
等
以
外
の
欠
損
金
の

繰
戻
し
に
よ
る
還
付
の
不
適
用

1

原
則

前
述
し
た
Ⅰ
の
規
定
は
、
中

小
企
業
者
等
以
外
の
法
人
の
平

成
4
年
4
月
1
日
か
ら
令
和
4

年
3
月
31
日
ま
で
の
間
に
終
了

す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て
生

じ
た
欠
損
金
に
つ
い
て
は
、
原

則
と
し
て
、
繰
戻
し
還
付
制
度

は
停
止
さ
れ
て
い
る
（
措
法
66

の
12
①
）。

2

解
散
等
の
場
合
の
特
例

内
国
法
人
に
つ
い
て
、
①
解

散
（
適
格
合
併
に
よ
る
解
散
を

除
く
。）、
②
事
業
の
全
部
の
譲

渡
、
③
更
生
手
続
の
開
始
、
④

事
業
の
全
部
の
相
当
期
間
の
休

止
又
は
重
要
部
分
の
譲
渡
で
、

こ
れ
ら
の
事
実
が
生
じ
た
こ
と

に
よ
り
欠
損
金
の
繰
越
控
除
制

度
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
困

難
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
も

の
、
⑤
再
生
手
続
開
始
の
決
定

の
事
実
が
生
じ
た
場
合
（
そ
の

事
実
が
連
結
事
業
年
度
に
お
い

て
生
じ
た
場
合
を
除
く
。）
に

お
い
て
、
そ
の
事
実
が
生
じ
た

日
前
1
年
以
内
に
終
了
し
た
い

ず
れ
か
の
事
業
年
度
又
は
そ
の

事
実
の
生
じ
た
日
の
属
す
る
事

業
年
度
に
お
い
て
生
じ
た
青
色

欠
損
金
に
つ
い
て
は
、
欠
損
金

の
繰
戻
し
に
よ
る
還
付
制
度
が

適
用
（
図
表
参
照
）
で
き
る
（
法

法
80
④
、
法
令
1
5
4
の
3
）。

こ
の
場
合
に
は
、
前
述
し
た

Ⅰ
2
①
か
ら
③
に
掲
げ
る
要
件

の
ほ
か
、
④
そ
の
事
実
の
生
じ

た
日
及
び
そ
の
事
実
の
詳
細
を

還
付
請
求
書
に
記
載
す
る
必
要

が
あ
る
（
法
規
36
の
4
五
）。

た
だ
し
、
事
業
税
、
都
道
府
県

民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
は
、

欠
損
金
の
繰
戻
し
に
よ
る
還
付

制
度
が
な
い
の
で
、
欠
損
金
の

繰
越
控
除
制
度
の
適
用
を
受
け

る
こ
と
と
な
る
。

3

中
小
企
業
者
等
の
範
囲

前
述
し
た
Ⅱ
1
に
掲
げ
る
中

小
企
業
者
等
と
は
、
①
普
通
法

人
の
う
ち
、
そ
の
事
業
年
度
終

了
の
時
に
お
い
て
資
本
金
の
額

若
し
く
は
出
資
金
の
額
が
1
億

円
以
下
で
あ
る
も
の（
注
）又
は

資
本
若
し
く
は
出
資
を
有
し
な

い
も
の
（
保
険
業
法
に
規
定
す

る
相
互
会
社
等
を
除
く
。）、
②

公
益
法
人
等
又
は
協
同
組
合

等
、
③
認
可
地
縁
団
体
、
管
理

組
合
法
人
、
団
地
管
理
組
合
法

人
、
法
人
で
あ
る
政
党
、
防
災

街
区
整
備
事
業
組
合
、
特
定
非

営
利
活
動
法
人
及
び
マ
ン
シ
ョ

ン
建
替
組
合
、
④
人
格
の
な
い

社
団
等
と
さ
れ
る
。

（
注
）
そ
の
事
業
年
度
終
了
の
時

に
お
い
て
、（
イ
）
資
本
金
の
額
又

は
出
資
金
の
額
が
5
億
円
以
上
で

あ
る
法
人
、（
ロ
）受
託
法
人
、（
ハ
）

相
互
会
社
、
に
該
当
す
る
も
の
を

除
く
。

Ⅲ

欠
損
金
の
繰
戻
し
還
付
の
特
例

1

適
用
要
件

資
本
金
の
額
又
は
出
資
金
の

額
が
1
億
円
を
超
え
る
法
人
等

（
大
規
模
法
人（
注
）を
除
く
。）

の
令
和
2
年
2
月
1
日
か
ら
令

和
4
年
1
月
31
日
ま
で
の
間
に

終
了
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い

て
生
じ
た
欠
損
金
額
に
つ
い
て

は
、
欠
損
金
の
繰
戻
し
に
よ
る

還
付
制
度
の
適
用
が
で
き
る

（
臨
時
特
例
法
7
）。

こ
の
場
合
に
は
、
前
述
し
た

Ⅰ
2
①
か
ら
③
に
掲
げ
る
要
件

の
ほ
か
、
⑤
災
害
の
あ
っ
た
日

及
び
そ
の
災
害
の
詳
細
を
還
付

請
求
書
に
記
載
す
る
必
要
が
あ

る
（
法
規
36
の
4
六
）。

（
注
）「
大
規
模
法
人
」と
は
、（
イ
）

各
事
業
年
度
終
了
の
時
に
お
い
て

資
本
金
の
額
又
は
出
資
金
の
額
が

10
億
円
を
超
え
る
法
人
、（
ロ
）
保

険
業
法
に
規
定
す
る
相
互
会
社
（
外

国
相
互
会
社
を
含
む
。）
に
掲
げ
る

法
人
と
さ
れ
る
。

2

適
用
除
外
会
社
の
範
囲

前
述
し
た
Ⅲ
1
の
規
定
は
、

法
人
が
各
事
業
年
度
終
了
の
時

に
お
い
て
、①
大
規
模
法
人
、

②
大
規
模
法
人
と
の
間
に
そ
の

大
規
模
法
人
に
よ
る
完
全
支
配

関
係
が
あ
る
普
通
法
人
、
③
複

数
の
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
大

規
模
法
人
に
発
行
済
株
式
等
の

全
部
を
直
接
又
は
間
接
に
保
有

さ
れ
て
い
る
普
通
法
人
、
④
投

資
法
人
、
⑤
特
定
目
的
会
社
、

に
掲
げ
る
法
人
に
該
当
す
る
場

合
は
、
適
用
除
外
と
さ
れ
る

（
臨
時
特
例
法
7
、臨
時
特
例

令
5
）。

Ⅳ

災
害
損
失
欠
損
金
の
繰
戻
し
に
よ
る
法
人
税

額
の
還
付

1

適
用
要
件

災
害
に
よ
り
災
害
損
失
欠
損

金
が
生
じ
た
法
人
に
つ
い
て

は
、
災
害
の
あ
っ
た
日
か
ら
同

日
以
後
1
年
を
経
過
す
る
日
ま

で
の
間
に
終
了
す
る
各
事
業
年

度
等
に
お
い
て
生
じ
た
災
害
損

失
欠
損
金
額
（
事
業
年
度
等
に

お
い
て
生
じ
た
欠
損
金
額
の
う

ち
、
災
害
に
よ
り
棚
卸
資
産
、

固
定
資
産
又
は
繰
延
資
産
に
つ

い
て
生
じ
た
損
失
の
額
で
一
定

の
も
の
に
達
す
る
ま
で
の
金
額

と
さ
れ
る
。）
が
あ
る
場
合
に

は
、
そ
の
各
事
業
年
度
に
係
る

確
定
申
告
書
等
の
提
出
と
同
時

に
、
そ
の
災
害
損
失
欠
損
金
額

に
係
る
事
業
年
度
等
の
開
始
の

日
前
1
年
（
欠
損
事
業
年
度
に

係
る
確
定
申
告
書
等
が
青
色
申

告
書
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
2

年
）
以
内
に
開
始
し
た
事
業
年

度
の
法
人
税
額
の
う
ち
そ
の
災

害
損
失
欠
損
金
額
に
対
応
す
る

部
分
の
金
額
の
還
付
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る（
法
法
80
⑤
、法

令
1
5
4
の
3
②
③
④
）。

2

災
害
損
失
欠
損
金
の
範
囲

前
述
し
た
Ⅳ
1
に
掲
げ
る
災

害
損
失
金
の
範
囲
と
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関

連
し
て
、
①
飲
食
業
者
等
の
食

材
（
棚
卸
資
産
）
の
廃
棄
損
、

②
感
染
者
が
確
認
さ
れ
た
こ
と

に
よ
り
廃
棄
処
分
し
た
器
具
備

品
等
の
除
却
損
、
③
施
設
や
備

品
な
ど
を
消
毒
す
る
た
め
に
支

出
し
た
費
用
、
④
感
染
発
生
の

防
止
の
た
め
、
配
備
す
る
マ
ス

ク
、
消
毒
液
及
び
空
気
清
浄
機

等
の
購
入
費
用
、
⑤
イ
ベ
ン
ト

等
の
中
止
に
よ
り
廃
棄
せ
ざ
る

を
得
な
く
な
っ
た
商
品
等
の
廃

棄
損
そ
の
他
の
事
由
と
さ
れ

る
。

お
わ
り
に

欠
損
金
の
繰
戻
し
に
よ
る
還

付
を
行
う
場
合
に
は
、
確
定
申

告
書
へ
の
記
載
が
必
要
と
な

る
。
具
体
的
に
は
、
法
人
税
別

表
一
（
一
）
の
「
欠
損
金
の
繰

戻
し
に
よ
る
還
付
請
求
額

『
27
』
欄
」
に
外
書
き
と
し
て

記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、実
務
上
こ
の
別
表
一（
一
）

の
記
載
を
忘
れ
る
こ
と
が
多
い

よ
う
な
の
で
留
意
が
必
要
で
あ

る
。
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【図表：欠損金の繰戻しによる還付制度（解散等の場合の特例）】
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